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あなたの創業応援します！ 【創業スクール２０２１】受講生募集  
 

  「新たに事業を始めたい」、「アイデアはあるが創業に結びつかない」「退職後も経験を生かした仕事がしたい」、「将

来独立のために知識を得たい」など創業を志す方や創業に関心のある方はもちろん、既に創業しているがさらに知識

を得たい方などを対象にした“創業スクール”を開催します。創業に向けたアフターフォローのご相談にも応じます。 

  詳細は別添チラシをご覧の上、ご家族やお知り合いの方など起業に意欲のある方へのご案内をお願いいたします。        

                   開講日： 令和３年９月１８日（土）、  ９月２５日（土）、 

                            １０月 ２日（土）、 １０月 ９日（土）、 １０月１６日（土）         

                    会   場：  産学官連携地域産業創造センター 「ゆめテクノ伊賀」テクノホール 

                            所在地 伊賀市ゆめが丘1丁目3-3 （TEL 0595-41-1061） 

                   定   員： ２０名 （定員になり次第締め切り） 

                   受講料： ５，０００円 （税込） 

                   締  切： 令和３年９月８日（水）    
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   次回の 会員一斉訪問実施予定日は 

   ９月７日（火） です  
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※低金利・無利子化など新型コロナウイルス感染症関連の融資制度もあります。本所または支所へお問い合せください。 

         《貸 付 金 利 の 状 況》          （令和３年８月１日現在）  

日本政策金融公庫 
 普通貸付基準利率 （使用使途、返済期間、担保の有無等により異なる） 基 準 金 利    

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） 特別金利Ｆ    

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．６０％ または １．７０％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％ ～ ２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．４０％    → 

 

各種情報については伊賀市商工会ホ 

ームページに掲載しています。上記 

のQRコードを読み取ってご覧下さい。 

                            

「まるごと三重物産展  in なばなの里」出展のご案内 
 

   開 催 日 時： 令和３年１０月２３日（土）・２４日（日） ９時から１７時 

      開 催 場 所： なばなの里 B駐車場内 （三重県桑名市長島町駒江中間田１８８－３） 

        ブース仕様： １コマあたり２．７ｍ×３．６ｍテント・テーブル１台・椅子２脚 

       出 展 要 件： 事業計画を策定した小規模事業者  

      申 込 締 切： 令和３年８月16日（月）  

    ※詳しくは、商工会本所までお問合せください。 

 

記帳継続指導個別相談会のご案内  

  商工会では、日常の記帳から所得税確定申告まで年間を通して記帳継続指導を行っております。また、所得税の源 

泉事務や簡易な税務相談も併せて行っております。特にパソコンを利用した記帳処理をはじめ記帳でお悩みの方はお気

軽にご相談の上記帳継続指導をお申し込みください。お申し込みをいただいた事業所を対象に、令和３年度の税理士に

よる個別相談会を下記のとおり実施します。記帳や税務に係るご相談がございましたら所属支所までご連絡ください。 
 

 

 

      

        
            

    
             

        
         

         

   
          

           

   
         

         

     
         

         


